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業種別の＜タテ＞の組織
•製造産業局（鉄・化学・自動車・ロボット等）
•商務情報政策局（ＩＴ・ヘルスケア・クールジャパン、流通・商取引等）
•資源エネルギー庁（再生エネ・資源外交等）

業種横断的な政策分野ごとの＜ヨコ＞の組織 
•経済産業政策局（成長戦略、税制、ファンド、地域振興等）
•通商政策局／貿易経済安全保障局（EPA、インフラ輸出、ODA等）
•イノベーション・環境局（技術革新・環境政策、温暖化対策等）
•特許庁（特許・意匠権・実用新案の審査、国際知財戦略等）
•中小企業庁（中小金融・税制・海外展開支援、経営支援等） 2
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九州経済産業局

九州経済産業局について

中小企業施策の主な担当課室
•総務企画部 企画調査課（地域活性化のための総合的企画・立案）

•国際部 国際課（中小企業の海外事業展開支援） ・国際部 投資交流促進課（留学生等外国人材の獲得・活用促進）

•地域経済部 産業人材政策室（産業人材に関する業務） ・地域経済部 企業成長支援課（企業支援、競争力強化のための設備投資促進）

•地域経済部 産業技術革新課（技術開発・産業標準化） ・地域経済部 新事業創造推進室（オープンイノベーションの推進、創業・ベンチャー支援）

•地域経済部 知的財産室（知的財産の創造、活用支援） ・地域経済部 デジタル経済室（デジタル化推進、IoT技術開発・実証）

•産業部 流通・サービス産業課（物流の効率化、商店街の振興やまちづくりへの支援）

•産業部 中小企業課（中小企業の事業支援、中小経済団体等の支援）

•産業部 取引適正化推進室（下請け取引の適正化に関する業務）

•産業部 復興・事業継続推進室（大規模災害からの復旧・復興や事業継続力強化支援）

•産業部 中小企業金融課（資金調達の円滑化、企業再生、事業承継円滑化、経営改善支援）

•産業部 経営支援課（新事業展開、事業の再構築、農林水産業の成長産業化等の取組支援）

•産業部 経営力向上室（経営力向上の推進に関する業務）

•資源エネルギー環境部 エネルギー対策課（産業・民生や運輸部門の省エネ推進、太陽光・風力発電等の再生可能エネルギー導入推進） 3



中小企業・小規模事業者の企業数・従業者数・付加価値額

企業数（2021年） 従業者数（2021年） 付加価値額（2015年）

うち小規模事業者
約285.3万者
（84.5%)

大企業
約1.0万者
（0.3%) 大企業

約1,438万人
（30.2%) 大企業

約120.5兆円
（47.1%)

我が国の経済・雇用を支える中小企業

⚫ 中小企業は雇用の７割を担い、日本経済の屋台骨。中小企業の発展が日本経済と
地域社会を支えていく。

図

うち小規模事業者
約973万人
（20.4%)

うち小規模事業者
約35.7兆円
（14.0%)

中小・小規模事業者
約135.1兆円
（約53%)

中小・小規模事業者
約336.5万者
（99.7%)

中小・小規模事業者
約3,310万人
（約70%)

4

資料：総務省・経済産業省「平成28年・令和３年経済センサス‐活動調査」再編加工
（注）中規模企業は、中小企業基本法上の「中小企業者」に該当し、小規模事業者に該当しない企業を指す。

小規模事業者は、卸売業、サービス業、小売業であれば従業員５人以下、製造業その他の業種であれば従業員20人以下の事業者を指す。

中小企業は全企業の約99.7％ 中小企業の従業者は全体の約70％ 中小企業の付加価値は全体の約53％



九州における中小企業・小規模事業者の企業数・従業者数・付加価値額

企業数（2021年） 従業者数（2021年） 付加価値額（2015年）

中小企業は全企業の約99.9％ 中小企業の従業者は全体の約85.4％ 中小企業の付加価値は全体の約76.3％

図
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うち小規模事業者
約30.0万者
（約85.0%)

大企業
約0.01万者
（約0.2%)

中小・小規模事業者
約35.0万者
（約99.9%)

大企業
約3.3兆円
（約23.7%)

中小・小規模事業者
約10.6兆円
（約76.3%)

うち小規模事業者
約3.1兆円
（約22.4%)

中小・小規模事業者
約304.9万人
（約85.4%)

大企業
約52.1万人
（約14.6%)

うち小規模事業者
約100.3万人
（約28.1%)

資料：総務省・経済産業省「平成28年・令和３年経済センサス‐活動調査」再編加工
（注）中規模企業は、中小企業基本法上の「中小企業者」に該当し、小規模事業者に該当しない企業を指す。

小規模事業者は、卸売業、サービス業、小売業であれば従業員５人以下、製造業その他の業種であれば従業員20人以下の事業者を指す。

我が国の経済・雇用を支える中小企業（九州の状況）



⚫ 2023年度の設備投資計画（全規模全産業）は、過去最高水準の伸びを記録した2022年
度に次ぐ水準の伸びで、増加する見込み。

⚫ 日本労働組合総連合会によると、2024年春闘における平均賃上げ率は、30年ぶりの高い伸び
を記録した前年を大幅に上回っており、日本で持続的に賃金が上昇する動きが強まりつつある。

（出典）日本労働組合総連合会「春季生活闘争回答集計結果について」
（出典）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（2024年7月1日公表）

中小企業・小規模事業者を取り巻く環境（設備投資、賃上げ）

設備投資計画額は、今年度（緑色）も昨年度（赤色）に次ぐ水
準で伸びている

2024年春闘における中小企業の平均賃上げ率は、4.45%と、30年ぶりの高い伸び
を記録した前年の3.23%を大幅に上回っている

企業の設備投資計画額の推移（前年度比）

6

（注釈）「コロナ前平均」は、2017 年度～2019 年度の平均値。全規模・全産業（製造業に限ら
ない）の設備投資計画のうち、ソフトウェア投資額・研究開発投資額を含み、土地投資額を含まない。

2024年

2023年

1993年

1992年

1991年

春季労使交渉回答集計結果（連合集計）の推移

※１：調査対象は、連合加盟企業の組合。中小企業は、組合員数300人未満の中小組合。
※２：賞与等を含まない月例賃金ベース。平均賃金方式（集計組合員数による加重平均）の集計。
※３：最終回答集計結果。
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⚫ 海外調達等を行っている企業の4社に1社が「国内回帰」又は「国産回帰」を実施又は検討。
「安定的な調達」、「円安により輸入コストが増大」の理由が多い。

⚫ 2023年における、日本人国内旅行消費額は前年度から引き続き増加、訪日外国人旅行
消費額は過去最高を記録。

⚫ 農林水産物・食品を含め、輸出額は前年から引き続き増加し、過去最高を更新。

中小企業・小規模事業者を取り巻く環境（国内・国産回帰、旅行消費、輸出）

（出典）国内回帰・国産回帰に関する企業の動向調査
（2023年1月（株）帝国データバンク）

（出典）旅行・観光消費動向調査 2023年年間値（観光庁）
 2023年暦年 全国調査結果（速報）の概要（観光庁）

国内回帰・国産回帰の理由として「安定的な
調達」「円安により輸入コストが増大」が多い

日本人国内旅行消費額はコロナ禍前の水準に戻り、
訪日外国人旅行消費額は過去最高を記録

2023年の輸出額は、前年比2.8％増で初めて
100兆円を超え、過去最高を記録

国内回帰や国産品への対応状況（複数回答）

国内回帰や国産品への変更の理由（上位5項目）

※母数は、海外調達または輸入品の利用がある企業3,507社
日本人の国内旅行消費額の推移（2023年度）

訪日外国人の旅行消費額（2023年度）

年間輸出総額の推移

（出典）2024年度版「小規模企業白書」概要

7
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中小企業・小規模事業者を取り巻く環境（物価高、人手不足、価格転嫁）

⚫ 物価高により、中小企業は収益減少等の影響を受けている。

⚫ 需要が回復する中で、人手不足が深刻化している。

⚫ 賃上げ原資の確保に向けては、 転嫁の促進が重要。価格交渉が可能な取引環境が醸成され
つつあるが、コスト増加分を十分に転嫁できていない。

資料：中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」

資料：「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」
（2022年12月  （株）東京商工リサーチ） 資料：左：中小企業庁・（独）中小企業基盤 備機構「中小企業景況調査」

右：厚生労働省「職業安定業務統計」

物価の高騰により、 2020年から収益への
影響が増え続けている

需要が回復する中、人手不足が深刻化 価格交渉が可能な取引環境が醸成されつつ
あるが、コスト増加分を十分に転嫁できていな
い

従業員数過不足DIと売上額
DI（全産業）の推移

有効求職者数・有効求人数・有
効求人倍率の推移

価格交渉の実施状況

各コストの変動に対する価格転嫁率の推移

エネルギー・原材料価格の高騰による企業業績
への影響（経常利益）

（出典）2023年度版「小規模企業白書」概要 （出典）2024年度版「小規模企業白書」概要 （出典）2024年度版「小規模企業白書」概要
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の概要
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ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新市場進出（新分野展開、業態転換）、
事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じ
た規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援するための補
助金。

事業再構築補助金とは？

基本要件

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
②事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関の確認を受けること
③補助事業終了後３～５年で付加価値額の年平均成長率３～４％（事業類型により異な
る）以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率３～４％（事業類型によ
り異なる）以上増加の達成

※事業再構築の定義 
中小企業等事業再構築促進事業（以下「本事業」という。）において、事業再構 築とは、新市場進出、事業転換、業種転
換、事業再編、国内回帰又は地域サプラ イチェーン維持・強靱化のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動を い

う。 

事業再構築補助金

32



第1３回公募(最終公募) 全体像

⚫ 新市場進出、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、
思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援

⚫ 第13回公募よりコロナ回復加速化枠の通常類型、サプライチェーン強靱化枠、事前
着手届出制度を廃止。

GX進出類型 最低賃金類型

サプライチェーン
強靱化枠

（ポストコロナに対応した事業再構築
をこれから行う事業者を支援）

第12回
公募

成長分野進出枠
（ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者を支援）

通常類型

コロナ回復加速化枠
（今なおコロナの影響を受ける事業者を支援）

通常類型

第13回
公募

事業再構築補助金

33
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事業再構築補助金
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スケジュールと準備

⚫ 申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

第13回公募 (最終公募)

公募開始日：令和7年1月10日（金）

電子申請開始日：調整中

公募締切日：令和7年3月26日（水）

問い合わせ先
＜事業再構築補助金事務局＞

“コールバック予約システム”にて事前にご希望の予約日時を選択、連絡
先を入力。コールセンターから希望の日時に連絡が入る。

コールバック予約システムとは
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/callback.html

＜トラブル等通報窓口＞
  受  付  時  間： ９：００～１８：００（土・日・祝日を除く）
  電  話  番  号：  ０３－６８１０－０１６２

↓コールバック予約システム 参考画面

↓事務局HP ↓第13回公募要領

事業再構築補助金
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製品の置き換えについて
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問い合わせ先
●中小企業省力化投資補助事業コールセンター

事務局HP：https://shoryokuka.smrj.go.jp/

電話：0570-099-660   (IP)03-4335-7595

※お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）
事務局HP 公募要領 製品カテゴリ

応募、交付申請・問い合わせ先

※応募・交付申請の利便性向上を図り、早期の省力化を実現するため、

 当面の間、随時受付を行います（メンテナンス期間を除く）。

※採択・交付決定は申請から概ね1～2ヶ月程度を予定しています。

※補助事業期間：原則、交付決定日から12か月以内。

●カタログ登録サポートセンター
製品カタログの登録プロセスに関するご相談や、製品カタログにカテゴリ及び製品を登録するためのサポートについてはカ
タログ登録サポートセンターへお問い合わせください。

電話：03-6746-1530  

※お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

応募・交付申請
・2024年８月９日(金)より応募・交付申請は随時受付に変更になりました。
・各申請における補助額の合計が補助上限額に達するまでは、複数回の応募が可能となります。
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取引適正化に向けた施策ツール

①下請代金法(規制法。下請代金の減額、支払遅延等を禁止。立入検査、改善指導、公取委への措置請求等を実施。)

②下請振興法(望ましい取引のあり方（振興基準）を策定・公表し、親事業者等に指導・助言等を実施。)

③特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランスに業務委託する事業者に対する規制法。取引関係のほか、労働

環境整備についても。2024年11月1日施行。)

１）法律の厳正な執行

２）実態把握・相談対応

①下請Gメン（R5:300名→R6:330名）によるヒアリング（年間約13,000件）

②知財Gメンによるヒアリング

③全国47都道府県の下請かけこみ寺による相談対応（年間約12,000件）

①業種別ガイドライン（20業種）自主行動計画（29業種・78団体）

②価格交渉促進月間(9月､3月）

③取引先との共存共栄を発注側企業の経営者が宣言するパートナーシップ構築宣言(55,700社超)

３）業界への働きかけ

⚫原材料価格やエネルギーコスト、労務費等のコストが上昇する中、コスト増を下請中小企業だけで
なくサプライチェーン全体で負担し、中小企業においても賃上げできる環境を整備するためにも、適
切な価格転嫁をはじめ取引適正化の実現が不可欠。

⚫このため、中小企業庁として、厳正な法執行や実態把握、業界への働きかけなど施策ツールの拡充
を図りつつ、公正取引委員会を始めとする関係省庁と連携の上、取引適正化を強力に進めていく。
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新規輸出１万者支援プログラムの概要

⚫ プログラム登録後のカウンセリングで、輸出の実現に向けて事業者が個々に抱える課題や

実現に向けた準備状況に応じた最適な支援策を提案している。

輸出挑戦に向けたアドバイス

• 全社視点での海外事業戦略の策定支援

• 仕向国・地域の検討への助言

• 製品・サービスの磨き上げ支援

• 実現性検証の現地渡航調査への同行支援

輸出継続・拡大ステージ

輸出挑戦ステージ

輸出準備ステージ

等

輸出実現に向けた商談機会の創出

• 国内商社とのマッチングによる間接輸出支援

• 海外ECによる海外市場開拓への支援

• 専門家による伴走支援

• 海外見本市への出展支援
等

自立化に向けた支援

• 社内人材の育成

• 海外展開に必要な資金支援

• 経営基盤強化のハンズオン支援

• 民間パートナーによる支援
等

課題に応じた支援メニューの提案

個別カウンセリング

新規輸出１万者支援
プログラム

ポータルサイト・相談窓口

新たに輸出に挑戦する
事業者

登 録

ジェトロ コンシェルジュ
から連絡
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（参考）事業継続力強化計画認定制度の概要

⚫ 「事業継続力強化計画」とは、中小企業が、自然災害や感染症などへの防災・減災対
策の第一歩として、（単独又は連携して）取組内容等をとりまとめて作成する計画。

⚫ 経済産業大臣の認定を受けると、融資・税制などの優遇措置あり。

計画認定スキーム

①計画策定
・ 申請

経済産業大臣
（地方経済産業局）

②認定

◼ 発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）

◼ ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策

◼ 計画の推進体制（経営層のコミットメント）

◼ 訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組

◼ 認定事業者によるロゴマーク使用

◼ 防災・減災設備導入に対する税制措置

◼ 低利融資、信用枠拡大等の金融支援

◼ 補助金採択時の加点措置

◼ 自治体や連携企業の支援策

中小企業
小規模事業者
※協力者として、大企業や

経済団体等も参画可能

事業継続力強化計画の記載項目

認定を受けた事業者に対する支援

【計画の種類】

■事業継続力強化計画

中小企業・小規模事業者が単独、または、協力者の協
力の下で実施する計画

■連携事業継続力強化計画

２者以上の中小企業者・小規模事業者が他の中小企
業等や大企業や経済団体等と連携の下で実施する計画

【事業継続力強化計画（中小企業庁HP）】
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html 60



（参考）大切なビジネスを守るBCP事例集
⚫ 九州経済産業局では、危機的状況においても事業を継続できるよう、様々な対策に取り組んでいる
九州地域の中小企業等の事例をまとめた「大切なビジネスを守るBCP事例集」を作成。

⚫ 自然災害、感染症、サイバーセキュリティ対策等に取り組む事例のほか、自治体・商工団体の取組事
例、事業継続力強化に向けた支援ツール、自然災害やサイバーセキュリティ対策、感染症に対する自
社の取組状況を確認出来るチェックリストなどを掲載。

目次
■BCPってなに？
■事例紹介
・低コスト／低労力による取組
・ＢＣＰ策定を通じた信用力向上
・経営資源の保護
・人材育成
・外部連携による取組

■自然災害時に気をつけてほしい４つのこと
■事業者の防災対策を支援する自治体・商工団体の取組事例
■事業継続力強化に向けた支援ツール
知る・調べる
・ハザードマップポータルサイト
・ミラサポplus（事例検索）
・「強靱化支援」ポータルサイト
・中小企業「強靱化」シンポジウム
・中小企業BCP支援ガイドブック
・コロナ禍における事業継続に向けたBCP（事業継続計画）

計画をつくる
・事業継続力強化計画
・BCP（事業継続計画）策定運用指針

サポートを受ける
・事業継続力強化計画策定に向けた実践セミナー
・専門家派遣・経営相談チャットサービス
・よろず支援拠点

■参考

【九州経済産業局HP】
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⚫ 中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題に対し、一歩踏み込んだ専門的な助言を行うため、平成26年
６月から各都道府県に設置しているワンストップ相談窓口。

⚫ 各拠点には、様々な経営課題に対応する専門家を配置しており、何度でも無料で相談可能。

実施機関 チーフコーディネーター

福岡県
(公財)福岡県中小企業振興センター

ＴＥＬ：０９２－６２２－７８０９

佐賀県
(公財)佐賀県産業振興機構

ＴＥＬ：０９５２－３４－４４３３

長崎県
長崎県商工会連合会

ＴＥＬ：０９５－８２８－１４６２

熊本県
(公財)くまもと産業支援財団

ＴＥＬ：０９６－２８６－３３５５

大分県
(公財)大分県産業創造機構

ＴＥＬ：０９７－５３７－２８３７

宮崎県
(公財)宮崎県産業振興機構

ＴＥＬ：０９８５－７４－０７８６

鹿児島県
(公財)かごしま産業支援センター

ＴＥＬ：０９９－２１９－３７４０

佐野 賢一郎

大村 一雄

團野 龍一

鹿子木 康

冨田 一弘

川野 圭介

森友 伸和

よろず支援拠点



➢ ミラサポplus

➢  Ｊ－Ｎet２１

➢  メルマガ「中小企業施策『広め隊』」

➢ 中小企業庁ＨＰ

参考資料 情報収集に役立つサイト

63

➢ 経済産業税制総合Webページ



中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/
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経済産業税制総合Webページ https://www.meti.go.jp/main/zeisei/index.
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① 更新情報周知、更新メール配信

② 専門家派遣依頼の申請

③ 経営お役立ちコンテンツ

④ 電子申請サイトへのリンク（ワンストップ）

⑤ 電子申請サポート機能

⑤ 支援制度検索サービス「制度ナビ」

⑥ 事例検索サービス「事例ナビ」

⑦ サイト利用者へのおすすめ情報

⑧ 経営状況見える化（ローカルベンチマーク）

提供サービス

⚫ 事業者に中小企業施策を知ってもらう、使ってもらうための情報発信サイト

⚫ 中小企業向けの情報発信から電子申請までをワンストップで案内

中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」 https://mirasapo-plus.go.jp/
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参考となる
データ等を掲載

J-Net21 https://j-net21.smrj.go.jp/
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□■中小企業施策「広め隊」メルマガ 第６８９回
■□………………………………………………………………………20230525…
１、【補助金】
海外サプライチェーン多元化等支援事業 第８回公募（実

証・ＦＳ）について

２、【セミナー】
アフターコロナのインターンシップ戦略／最新事例セミナー

（福岡県）

３、再【説明会】
第143回エコ塾『そろそろ本気で取組む ESG経営』

日時：令和5年5月29日（月）14時30
分～

（福岡市、九州環境エネルギー産業
推進機構（K-RIP））
■□……………………………………………………………………………………□
■
１、【補助金】
海外サプライチェーン多元化等支援事業 第８回公募（実

証・ＦＳ）について

https://www.jetro.go.jp/services/supplychain/info-8.html
■事業目的
本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国サプ
ライチェーンの脆弱性が
顕在化したことから、特にアジア地域における生産拠点の多元化
等によってサプライチェーンを強靭化し、
日ASEAN経済産業協力関係を強化することを目的とします。 
 

【メールマガジンのイメージ】

「中小企業施策『広め隊』」とは・・・
中小・小規模企業等に情報を提供していただく
広報サポーターの集合体です。

メルマガ「中小企業施策『広め隊』」 https://www.kyushu.meti.go.jp/merumaga/mailmagazin.html
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